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障害者支援施設 パランしょうぶ 
 

令和 8年 1月以降(随時入所)利用開始予定 
施設入所支援の利用申込みについて 

 

1 利用の申込みについて 

今回の募集は、「施設入所支援を利用する方の申込み」となります。加えて、施 

設入所支援と同時にパランしょうぶ内の日中活動（通所サービスの部分＝生活介護）

と併せて利用の申込みをお願いしています。また、地域移行を進めていくにあたり

入所後の相談支援はパランしょうぶ内の相談支援センターパランへの事業所変更を

お願いします。 

 

 ▽施設入所支援の利用については下記のようなパターンが考えられます。 

   

今回の募集については、パターン 1の場合の申込みとなります。 

 

パターン 日中活動(生活介護) 夜間（施設入所支援） 

  1 パランしょうぶ パランしょうぶ 

  2 他の通所施設 パランしょうぶ 

 

・募集開始(受付)時期 … 令和 8年 1月 1日(木)から随時。 

・募集人数      …  男性 若干名（60歳未満） 

・申込受付      … パランしょうぶまで 

 ・申込に必要な書類  … 「パランしょうぶ利用申込書」  

 

尚、申込書の記入を含め、現在ご利用している相談支援事業所の相談支援専門 

と相談の上(※１)、申込みをして頂きたいと思います。利用申込書はパランしょう

ぶにて配布します(注:利用申込書はコピーをしないでください。必ずパランしょう

ぶの印が押されているものを使用してください)。 

 

※１ 相談支援事業所を利用していない方は、パランしょうぶにご相談下さい。 

   また、施設入所支援の利用に関するお問い合わせなども、お手数をお掛け致

しますが下記までお願い致します。 

 

※２ 利用の申込みをされる方は、利用案内(３)の「利用対象者」の要件をご確認の

上、お申込みください 
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【問い合わせ先】パランしょうぶ 利用申込担当 ℡０３－６２３１－２１６１ 

2 申込方法および手続きの流れについて 

 

① 利用申込書の受取り  パランしょうぶにて申込書を受取り。 

 

                相談支援事業所にご相談下さい。 

 

         パランしょうぶまで持参、もしくは郵送にて令和 8 年 1 月 1 日

(月)から随時受付。 

                      

               

               

              選考 

               

                                 

 

 

 

   葛飾区に「施設入所支援利用の申請書」の提出が必要となります。 

   支給決定を受けるため、相談支援事業所等の作成するサービス等利用計画書

(案)の提出をお願いします。 

                  

                      

    

 

 

 

 

※1 選考結果の通知について 

    選考後、随時書面にてお知らせする予定です。 

 

※2 内定後、利用契約に向けて以下の書類が必要となります。 

  ① 健康診断書 

  ② 利用者台帳用紙、アセスメントシートなど、施設で必要となる書類一式 

    （契約時には、契約書ならびに重要事項説明書） 

 

必要書類の詳細につきましては、内定通知の際に別紙にて詳しくお知らせ致 

します。 

 

 

 

 

② 施設利用申込書の作成 

③ 申込み 

④ 随時選定委員会で施設利用候補者の検討  

⑤ 法人での施設利用内定者選考決定 

⑥ 選考結果の通知（利用者、保護者および相談支援事業所あて） ※1    

⑦ 内定した場合、サービス等利用計画（案）の提出 

⑧ 葛飾区障害福祉サービス支給決定審査会にて、サービス利用の決定  ※2 

   

⑨ 施設入所支援利用の契約 
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3 申込書郵送先 

 

※封筒に「パランしょうぶ申込書在中」と記載してください。 

 

 【申込書郵送先】 

 

 ※切り取って 

  ご利用下さい。 

 

 

平成 31 年度 

障害者支援施設 パランしょうぶ 

利用案内・利用申込について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🏣 １２５－００６２ 

東京都葛飾区青戸 8 丁目 24 番 27 号 

 

パランしょうぶ 利用申込係 行 
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【参考資料】 

 

令和 7 年度 

障害者支援施設 パランしょうぶ 

利用案内・利用申込について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人手をつなぐ福祉会 

東京都葛飾区青戸８－２４－２７ 
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パランしょうぶ 利用案内 

 

１ 施設概要 

 （１）施設種別  

障害者支援施設 

 （２）事業種別等・定員 

     施設入所支援５１名、短期入所６名、自立訓練（生活訓練）６名、 

生活介護６０名、就労継続支援B 型１０名、短期入所、居宅介護、 

緊急一時保護、相談支援 等  避難スペース３０名程度 

 （３）利用対象者 

     ①愛の手帳をお持ちの方、もしくは愛の手帳をお持ちの方で重複して他

の障害をお持ちの方（医療的ケアを要する方は除く。） 

     ②施設入所支援については、支援区分４以上、もしくは５０歳以上の方

で支援区分３以上の方が入所要件となります。 

 （４）所在地 

     東京都葛飾区青戸八丁目２４番２７号 

 （５）設置・運営 

     社会福祉法人手をつなぐ福祉会 

 （６）設置目的 

     東京都障害福祉計画及び葛飾区障害福祉計画に位置づけられた施設 

      地域生活支援型入所施設、地域生活支援拠点 

      ・入所者の地域生活移行（３年～５年の利用を想定）に向けての積極的

な施設運営やその定着を支援 

      ・緊急一時的な宿泊の場の提供 

 （７）建物の概要 

     構造・規模 鉄筋コンクリート造・地上６階 地下０階 

     敷地面積  １，２２７．８３㎡ 

     建築面積    ６４４．３０㎡ 

     延べ床面積 ３，０６６．２９㎡ 

     各階の主な用途 １階 活動室、機械入浴室、洗濯室、避難スペース 

             ２階 事務室、職員室、活動室、医務室、喫茶店 

             ３階 入所室（２生活ユニット）車椅子対応有り 

             ４階 入所室（２生活ユニット）女性用ユニット 

             ５階 入所室（２生活ユニット）男性用ユニット 

             ６階 食堂（昼食）、厨房、緑化スペース 

             屋上 緑化スペース 

     各生活ユニット 個室９～１０室、リビングルーム、浴室、トイレ 

     個室 有効居室面積 ９．９１㎡～１１．９５㎡（整理物入別途有） 
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２ サービス内容 

今回の募集は、施設入所支援と同時にパランしょうぶ内の日中活動（通所サー

ビスの部分＝生活介護）を利用するパターンです。 

事業種別 内      容 

施設入所支援 
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の

介護を行います。 

短 期 入 所 
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含

め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

生 活 介 護 

常に介護を必要とする方に昼間、排せつ、食事、（入浴、）

の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を

提供します。 

自立訓練 

（生活訓練） 

自立した日常生活ができるよう、一定期間、生活能力の向

上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

 一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

 

相 談 支 援 

 障害のある方からの相談に応じるほか、障害のある方の心

身の状況や環境、障害福祉サービス等の利用の意向等を勘案

して、障害福祉サービスを利用し、または変更する際サービ

ス等利用計画（案）を作成するとともに、一定期間ごとにサ

ービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うなど

の支援を行います。 

 

居 宅 介 護 

 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等（ホームヘルプ）を

行うほか、移動支援（ガイドヘルプ）サービスの提供をしま

す。 

 

災害時避難 

ス ペ ー ス 

 災害時に障害者は、通常の避難場所では生活スペースの確

保や福祉サービスを受けることが困難になることが多いた

め、専門的機能のある障害福祉サービス事業所において、被

災障害者等を受け入れます。 

 

３ 施設入所支援の利用者負担費用について（別紙１参照） 

 （１）サービス利用料 

     個人の所得により算定します。 

     （収入が障害基礎年金のみの場合は、負担費用はありません。） 

 （２）実費（上限５４，０００円 見込） 

 食費、水道光熱費 

 （３）個人にかかる費用  

     医療費、衣類、寝具、クラブ費、私物、嗜好品、理美容、特別な教養 

娯楽、特別な外食や食事、保険代等 

※通所（生活介護、就労継続支援B 型など）では一部異なります。 

 

４ 施設入所支援を利用することで該当しなくなる手当、サービス（別紙１参照） 

重度心身障害者手当等、移動支援サービス、紙おむつの支給・使用料助成等 
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障害福祉サービスを利用する際の利用者負担額について 

 

利用者負担は原則 1割の定率負担となりますが、所得に応じて下記表のとおり、4

区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ

以上の負担は生じないよう軽減策が講じられています。ただし、利用サービスによ

っては、この他に食費、光熱水費等が実費負担となります。 

入所施設における食事や水光熱費等の実費相当額（日用品や医療費含）は、在宅で

生活している人との公平を図るため、自己負担となります。また、通所サービス等に

おける食費等も自己負担となりますが、収入に応じて軽減策が講じられています。 

 

・障害者の利用者負担 

１ 月ごとの利用者負担には上限があります 

・障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の 4 区分の負担上限月額が設定

され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 

区 分 世 帯 の 収 入 状 況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 0円 

低所得 区民税非課税世帯（注 1） 0円 

一般 1 区民税課税世帯（所得割 16万円（注 2)未満） 

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を

除きます（注３） 

9,300円 

一般 2 上記以外 37,200円 

（注１）3人世帯で障害基礎年金１級受給の場合、収入が概ね 300万円以下の世帯が

対象となります。 

（注２）収入が概ね 600万円以下の世帯が対象となります。 

（注３）入所施設利用者（20歳以上）、グループホーム利用者は、区民税課税世帯の

場合、「一般 2」となります。 

 

・所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。 

種  別 世 帯 範 囲 

18 歳以上の障害者（施設に入所する 18、

19歳を除く） 

障害のある方とその配偶者 

障害児（施設に入所する 18、19歳を含む） 保護者の属する住民基本台帳での世帯 

・18以上の障害者の場合は、本人と配偶者のみの所得で判断します。 

 

２ 食費等実費負担についても、減免措置があります 

・20歳以上の入所者の場合 

 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については 54,000円を限度として施設ごと

に額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、費用の基

別紙 １ 
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準額を 54,000円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手

元にその他生活費として 25,000円(障害基礎年金 1級の者は 3,000円加算)が残るよ

うに補足給付が行われます。なお、就労等により得た収入については、24,000 円ま

では収入として認定しません。また、24,000 円を超える額についても、超える額の

30％は収入として認定しません。 

※区民税非課税世帯が対象です。 

 

・通所施設の場合 

通所施設等では、低所得、一般 1（グループホーム利用者(所得割 16万円未満)を含

む。）の場合、食材料費のみの負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が

設定されます。 

 

・障害児の利用者負担（20歳未満の入所施設利用者を含む） 

１ 月ごとの利用者負担には上限があります 

・障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の 4 区分の負担上限月額が設定

され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 

区 分 世 帯 の 収 入 状 況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 0円  

低所得 区民税非課税世帯 0円 

一般 1 
区民税課税世帯 

（所得割 28万円（注）

未満） 

通所施設、ホームヘルプ利用の

場合 

4,600円 

入所施設利用の場合 9,300円 

一般 2 上記以外 37,200円 

（注）収入が概ね 890万円以下の世帯が対象となります。 

 

・所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。 

種  別 世 帯 範 囲 

障害児（施設に入所する 18、19歳を含む） 保護者の属する住民基本台帳での世帯 

18 歳以上の障害者（施設に入所する 18、

19歳を除く） 

障害のある方とその配偶者 

・施設入所する 20 歳未満の方は世帯（住民基本台帳上）全員の所得で判断します。 

 

２ 食費等実費負担についても、減免措置があります 

・20歳未満の入所者の場合 

地域で子どもを養育する世帯と同様の負担（具体的には、その他生活費として 3.4

万円（18歳未満）又は 2.5万円（18、19歳）を含めて、所得区分に応じ 5万円又は

7.9万円）となるように補足給付が行われます。18歳、19歳の障害者については、

民法上保護者に障害者を監護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監

護する者の属する世帯の所得区分を認定して決定します。 
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※すべての所得区分の方が対象です。 

 

・通所施設の場合 

通所施設等を利用する場合、負担上限月額の区分が、低所得、一般 1の方は、食材

料費のみの負担となるよう食費の負担の軽減があります。なお、食材料費は、施設ご

とに額が設定されます。 

 

・その他のサービスにかかる利用者負担料金 

・介護給付費等の給付対象とならない医療費や衣類、寝具、クラブ費、私物、嗜好品、

理美容、特別な教養娯楽、特別な外食や食事、保険代等の個人にかかる費用は実費と

なり所定の料金をお支払いいただきます。なお、上記の所定料金は、社会経済状況の

著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、金額を変更することがあります。

その場合、事前に変更の内容と変更する事由について本人及び保護者等にご説明を

いたします。 

 

参照 

・施設入所支援を利用することにより該当しなくなる手当及びサービス等 

 施設入所支援をご利用にあたり、下記本人への手当やサービス等が受けられなく

なります。 

 

《手当関係》 

・特別障害者手当     《国》月額２７，３００円 

・障害児福祉手当     《国》月額１４，８５０円 

・福祉手当（経過措置）  《国》月額１４，８５０円 

・重度心身障害者手当   《都》月額６０，０００円 

・心身障害者福祉手当  Ａ《区》月額１５，５００円 

            Ｂ《区》月額 ７，７５０円 

         外出支援《区》月額 ２，５００円 

・難病患者福祉手当    《区》月額１５，５００円 

 

《サービス関係（一部抜粋）》 

・紙おむつの支給・使用料助成 

・出張理美容 

・巡回入浴サービス 

・移動支援サービス 


